
ウェ ブ サ イ ト 構 築 サー ビ ス 約 款   

こ の 「ウェ ブ サ イ ト 構 築 サー ビ ス 約 款」 （以 下 「本 約 款」 と い う。） は、 お 申 込 者 と 株 式 会 社 先 駆 （以 
下 「当 社」 と い う。） 間 の ウェ ブ サ イ ト 制 作 委 託 契 約 （以 下 「本 契 約」 と い う。） に 適 ⽤ さ れ る。   

第   1   条 （契 約 の 成 ⽴）   

1. お 申 込 者 は、 本 契 約 を 申 し 込 む 場 合、 当 社 に 対 し て 当 社 指 定 の ⽅ 法 で 申 し 込 み を ⾏ う。   
2. 当 社 は、 本 契 約 の 申 込 み の ⽇ か ら   3   営 業 ⽇ 以 内 に、 申 込 み の 諾 否 を お 申 込 者 に 対 し て 電 ⼦ メー ル で 

送 信 す る も の と す る。 な お、 許 諾 の 場 合 は、 注 ⽂ 請 書 を 添 付 す る。   
3. 当 社 が 本 契 約 の 申 込 み を 承 諾 す る 旨 を お 申 込 者 の 指 定 す る メー ル ア ド レ ス に 到 達 し た こ と を もっ 

て、 本 契 約 の 成 ⽴ と す る。   
4. 本 契 約 は 事 業 者 で あ る お 申 込 者 が 事 業 と し て ⼜ は 事 業 の た め に 使 ⽤ す る サー ビ ス に つ い て の 契 約 で 

あ る た め、 クー リ ン グ オ フ の 適 ⽤ 対 象 外 と な る。   

第   2   条 （請 負 契 約）   

1. 本 契 約 の 締 結 に よ り、 お 申 込 者 は、 注 ⽂ 請 書 に 記 載 の ウェ ブ サ イ ト の 制 作 業 務 （以 下、 「本 件 業 
務」 と い う。） を 当 社 に 委 託 し、 当 社 は こ れ を 受 託 す る。   

2. 当 社 は 第   3   条   2   項 に て お 申 込 者 の 承 認 し た 構 成 案、 サ イ ト マッ プ 案 及 び デ ザ イ ン 案 の と お り の ウェ ブ   

サ イ ト （以 下 「本 ウェ ブ サ イ ト」 と い う。） を 完 成 さ せ る。   
3. 本 件 業 務 は 請 負 契 約 と す る。   
4. 本 件 業 務 に は、 ウェ ブ サ イ ト の 検 収 後 の 仕 様 の 変 更・ コ ン テ ン ツ の 更 新 は 含 ま れ な い も の と し、 そ 

れ ら の サー ビ ス を 希 望 す る と き は 別 途 契 約 を 締 結 し て、 料 ⾦ を 当 社 に ⽀ 払 う も の と す る。   

第   3   条 （お 申 込 者 の 協 ⼒ 義 務）   

1. お 申 込 者 が、 当 社 か ら ロ ゴ マー ク、 イ ラ ス ト、 イ メー ジ、 テ キ ス ト、 動 画 及 び ⾳ 楽 等 の 本 ウェ ブ サ 
イ ト の 素 材 の 提 出 を 求 め ら れ た と き は、 こ れ に 協 ⼒ し な け れ ば な ら な い も の と す る。   

2. 当 社 は 本 ウェ ブ サ イ ト の 制 作 過 程 で、 必 要 に 応 じ て 構 成 案、 サ イ ト マッ プ 案 及 び デ ザ イ ン の 案 の 承 
認 を お 申 込 者 に 求 め る こ と が で き る も の と し、 お 申 込 者 は、 当 社 の 指 定 す る ⽇ ま で に 可 否 を 通 知 す 
る も の と す る。 お 申 込 者 が 当 社 の 指 定 す る ⽇ ま で に デ ザ イ ン 案 等 の 可 否 を 当 社 に 通 知 し な い 場 合 
は、 こ れ を 承 認 し た も の と み な す。   

3. お 申 込 者 が 定 め ら れ た 期 ⽇ ま で に 前 ⼆ 項 を ⾏ わ な い 場 合 は、 当 社 は 履 ⾏ 遅 滞 の 責 め を 負 わ な い も の 
と し、 お 申 込 者 は 当 社 と 協 議 の う え、 本 ウェ ブ サ イ ト の 納 ⼊ 期 ⽇ を 変 更 し な け れ ば な ら な い も の と 
す る。   

第   4   条 （納 ⼊・ 検 収）   

1. 当 社 は 納 期 ま で に サー バ に アッ プ ロー ド す る ⽅ 法 等 に よ り、 お 申 込 者 に 対 し て 本 ウェ ブ サ イ ト を 納 
⼊ す る も の と す る。   

2. 当 社 が 納 期 ま で に 本 ウェ ブ サ イ ト を 納 ⼊ で き な い と 判 断 し た と き は、 お 申 込 者 に そ の 旨 を 申 ⼊ れ、 
お 申 込 者 と 協 議 の う え、 変 更 契 約 書 を 締 結 す る こ と に よ り 納 期 を 変 更 で き る も の と す る。 た だ し、 

  



納 期 の 遅 延 が 当 社 の 故 意 ⼜ は 過 失 に よ る と き は こ の 限 り で な い。   
3. お 申 込 者 は 本 ウェ ブ サ イ ト の 納 ⼊ の ⽇ か ら  7  ⽇ 以 内 に 検 収 を ⾏ い、 第  3  条 第  2  項 に よ り 承 認 し た 構       

成、 サ イ ト マッ プ 及 び デ ザ イ ン ど お り に、 本 ウェ ブ サ イ ト が 制 作 さ れ て い る こ と を 確 認 し、 合 格 の 
場 合 は 検 収 完 了 を 証 す る 書 ⾯ を 当 社 に 交 付 す る も の と し、 不 合 格 で あ る 場 合 に は、 速 や か に 理 由 と 
と も に 当 社 に 通 知 す る も の と す る。   

4. 前 項 の 期 間 内 に お 申 込 者 か ら 当 社 に 不 合 格 通 知 が な さ れ な い 場 合、 検 収 に 合 格 し た も の と み な す。   
5. 当 社 が 本 ウェ ブ サ イ ト の 不 合 格 通 知 を 受 領 し た と き は、 当 社 は お 申 込 者 と 協 議 す る と と も に 当 該 瑕 

疵 等 を 修 補 し、 再 度、 お 申 込 者 に よ る 検 収 を 受 け な け れ ば な ら な い も の と す る。   

第   5   条 （委 託 料 の ⽀ 払 い）   

お 申 込 者 は 当 社 に 対 し て、 本 件 業 務 の 対 価 と し て 注 ⽂ 請 書 に 記 載 の 代 ⾦ を、 ⽀ 払 期 ⽇ ま で に ⽀ 払 う 
も の と す る。   

第   6   条 （再 委 託）   

当 社 は 本 件 業 務 の ⼀ 部 を 当 社 の 責 任 に お い て 第 三 者 に 再 委 託 す る こ と が で き る。 こ の 場 合、 当 社 は 
お 申 込 者 に 対 し、 再 委 託 先 の ⾏ 為 に つ い て 当 社 の ⾏ 為 と 同 等 の 責 任 を 負 う も の と す る。   

第   7   条 （瑕 疵 担 保 責 任）   

1. 第  4  条 の 検 収 に よっ て も 発 ⾒ で き な かっ た 瑕 疵 が、 本 ウェ ブ サ イ ト の 納 ⼊ 後  1  ヶ ⽉ 以 内 に 発 ⾒ さ れ     
た 場 合、 お 申 込 者 は 当 社 に 対 し て 瑕 疵 の 修 補 の 請 求 が で き る も の と す る。   

2. 本 ウェ ブ サ イ ト の 瑕 疵 が 重 ⼤ な た め、 お 申 込 者 が 本 契 約 に つ い て ⽬ 的 を 達 成 で き な い 場 合 は、 お 申 
込 者 は 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る も の と す る。   

3. 前 各 項 に 関 わ ら ず お 申 込 者 が 当 社 の 指 定 す る 動 作 環 境 を 満 た さ な い 使 ⽤ 環 境 下 で 発 ⽣ し た 不 具 合、 
及 び お 申 込 者 が プ ロ グ ラ ム コー ド に ⼿ を 加 え た 結 果、 発 ⽣ し た 不 具 合 に つ い て は、 当 社 は ⼀ 切 の 責 
任 を 負 わ な い も の と す る。   

4. 当 社 は、 本 条 に 定 め る も の 以 外 に、 本 契 約 に 関 し ⼀ 切 の 瑕 疵 担 保 責 任 を 負 わ な い も の と す る。   

第   8   条 （権 利 不 侵 害 の 保 証）   

当 社 は、 本 ウェ ブ サ イ ト が 第 三 者 の 著 作 権 そ の 他 の 権 利 を 侵 害 し な い こ と を 保 証 す る。   

第   9   条 （損 害 賠 償 の 範 囲）   

1. 当 社 が お 申 込 者 に 対 し て 負 担 す る 損 害 賠 償 は、 当 社 の 責 め に 基 づ く 事 由 に よっ て お 申 込 者 が 直 接 か 
つ 現 実 に 被っ た 通 常 の 損 害 に 限 ら れ る も の と す る。 当 社 は、 い か な る 場 合 に お い て も、 本 ウェ ブ サ 
イ ト の 使 ⽤ に 付 随 も し く は 関 連 し て ⽣ じ る 逸 失 利 益、 間 接 的 も し く は 特 別 な 事 情 に よ る 損 失 及 び 損 
害 に つ い て、 ⼀ 切 責 任 を 負 わ な い も の と す る。   

2. 当 社 が お 申 込 者 に 対 し て 負 担 す る 損 害 賠 償 額 の 上 限 は、 制 作 費 の ⾦ 額 と す る。   
3. 当 社 の 責 め に よ り 当 社 が 本 ウェ ブ サ イ ト を 納 期 ま で に 納 ⼊ で き な い 場 合 は、 お 申 込 者 は、 ウェ ブ サ 

イ ト 制 作 費 に 対 し て 納 期 の 翌 ⽇ か ら 納 ⼊ 完 了 ⽇ ま で の 年  5 ％ （年  365  ⽇ ⽇ 割 計 算） の 割 合 を 乗 じ た    
遅 延 損 害 ⾦ を 当 社 に 請 求 で き る も の と す る。   

4. 当 社 が 本 契 約 に 関 し て お 申 込 者 に 対 し て 負 う 責 任 は、 本 条 第 １ 項 乃 ⾄   3   項 に 規 定 す る も の が 全 て で あ 
り、 こ れ を 超 え て、 本 契 約 に 関 連 し て お 申 込 者 の 被っ た 利 益 の 喪 失、 デー タ 損 失 に か か る 損 害、 情 報 

  



漏 洩 に 関 す る 損 害、 財 産 的 損 害、 信 ⽤ 損 害 そ の 他 ⼀ 切 の 損 害 に つ い て、 当 社 は 理 由 の 如 何 を 問 わ ず 責 
任 を 負 わ な い も の と す る。   

5. お 申 込 者 が 本 契 約 に 違 反 し て 当 社 に 損 害 を 与 え た 場 合、 当 社 は お 申 込 者 に 対 し て、 当 社 の 被っ た 通 
常 の 損 害 の 賠 償 を 請 求 で き る も の と す る。   

第   10   条 （著 作 権 の 帰 属）   

1. 本 ウェ ブ サ イ ト に 関 す る 著 作 権 （著 作 権 法 第  27  条 ⼜ は 第  28  条 に 関 す る 権 利 を 含 む。） は、 制 作 費     
が ⽀ 払 わ れ た と き に、 当 社 か ら お 申 込 者 に 移 転 す る も の と す る。 た だ し、 ウェ ブ サ イ ト に 共 通 に 利 
⽤ さ れ る ウェ ブ 素 材、 な ら び に HTML 、 ス ク リ プ ト、 ルー チ ン 及 び モ ジュー ル 等、 の 著 作 権 は、 当 
社 ⼜ は 当 社 に 権 利 を 許 諾 し て い る 者 に 留 保 さ れ る も の と す る。 当 社 は、 当 該 共 通 部 分 の 著 作 物 を お 
申 込 者 が 追 加 費 ⽤ の ⽀ 払 い を 要 す る こ と な く、 本 ウェ ブ サ イ ト を 利 ⽤ す る の に 必 要 な 範 囲 で 使 ⽤ す 
る こ と を 許 諾 す る。   

2. 前 項 に も か か わ ら ず、 本 ウェ ブ サ イ ト に 第 三 者 の ウェ ブ 素 材 が 含 ま れ る 場 合 は、 そ の 著 作 権 は 当 社 
に 権 利 を 許 諾 し て い る 者 に 留 保 さ れ る も の と す る。 当 社 ⼜ は お 申 込 者 が 指 定 で き る 第 三 者 の ウェ ブ 
素 材 は、 商 ⽤ 利 ⽤ が 可 能 な も の に 限 る も の と す る。 な お、 当 社 及 び お 申 込 者 は、 第 三 者 の ウェ ブ 素 
材 の 使 ⽤ 許 諾 契 約 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い も の と す る   

3. 当 社 は 本 ウェ ブ サ イ ト に つ き 著 作 者 ⼈ 格 権 を ⾏ 使 し な い も の と す る。   

第   11   条   （第 三 者 ソ フ ト ウェ ア の 利 ⽤）   

1. 本 ウェ ブ サ イ ト を 構 成 す る ⼀ 部 と し て 第 三 者 ソ フ ト ウェ ア （フ リー ウェ ア を 含 む） が 必 要 と な る 場 
合、 お 申 込 者 は、 そ の 使 ⽤ 許 諾 条 件 に 同 意 の 上、 当 該 第 三 者 ソ フ ト ウェ ア を 使 ⽤ す る も の と す る。   

2. 当 社 は、 前 項 所 定 の 第 三 者 ソ フ ト ウェ ア の 瑕 疵、 権 利 侵 害 等 に つ い て は、 権 利 侵 害 ⼜ は 瑕 疵 の 存 在 
を 知 り な が ら、 若 し く は 重 ⼤ な 過 失 に よ り 知 ら ず に 告 げ な かっ た 場 合 を 除 き、 ⼀ 切 の 責 任 を 負 わ な 
い。   

第   12   条 （権 利 義 務 の 譲 渡 禁 ⽌）   

お 申 込 者 及 び 当 社 は、 相 ⼿ ⽅ の 承 諾 な く 本 契 約 か ら ⽣ ず る 権 利 義 務 の 全 部 ⼜ は ⼀ 部 を 第 三 者 に 譲 渡 
し、 ⼜ は 担 保 に 供 し て は な ら な い。   

第   13   条 （秘 密 保 持）   

1. お 申 込 者 及 び 当 社 は、 本 契 約 の 有 効 期 間 内 及 び 本 契 約 終 了 後  5  年 間、 本 契 約 に 基 づ き 知 り 得 た 相 ⼿   
⽅ の 営 業 上 ⼜ は 技 術 上 等 の 秘 密 及 び 個 ⼈ 情 報 を 他 に 漏 洩 し て は な ら な い。 た だ し、 次 の 各 号 に 定 め 
る も の に つ い て は こ の 限 り で は な い。   
① 既 に 公 知 で あ る 情 報   
② 秘 密 情 報 を 受 領 し た 後 ⾃ ⼰ の 責 め に 帰 す こ と な く 公 知 と なっ た 情 報   
③ 第 三 者 か ら 機 密 保 持 義 務 を 負 う こ と な く 取 得 し た 情 報   
④ 相 ⼿ ⽅ か ら 開 ⽰ さ れ た 情 報 に よ ら ず 独 ⾃ に 開 発 し た 情 報   
⑤ 法 令 の 定 め に 基 づ き 権 限 を 有 す る 官 公 署 か ら 開 ⽰ を 要 求 さ れ た 情 報   

2. お 申 込 者 及 び 当 社 は、 本 契 約 の 内 容 を 遂 ⾏ す る 上 で 相 ⼿ ⽅ の 保 有 す る 個 ⼈ 情 報 を 取 得 し た り、 ⼜ は 
お 申 込 者 か ら 開 ⽰ を 受 け た り し た 場 合 は、 か か る 個 ⼈ 情 報 を 法 令 の 規 定 に 従っ て 適 切 に 保 管 す る た 
め の 合 理 的 な 措 置 を 講 ず る と と も に、 相 ⼿ ⽅ の 書 ⾯ に よ る 承 諾 な し に、 第 三 者 に 開 ⽰、 漏 洩、 提 供 

  



し ⼜ は 使 ⽤ さ せ て は な ら な い も の と す る。   
  

第   14   条 （遅 延 損 害 ⾦）   

お 申 込 者 が 本 契 約 に 基 づ く ⾦ 銭 債 務 の ⽀ 払 を 遅 延 し た と き は、 当 社 に 対 し て、 ⽀ 払 期 ⽇ の 翌 ⽇ か ら 
⽀ 払 い 済 み に ⾄ る ま で、 年  14.6 ％ （年  365  ⽇ ⽇ 割 計 算） の 割 合 に よ る 遅 延 損 害 ⾦ を ⽀ 払 う も の と    
す る。   

第   15   条 （保 証）   

当 社 は、 お 申 込 者 に 対 し、 本 ウェ ブ サ イ ト の 市 場 性 ⼜ は 特 定 ⽬ 的 へ の 適 合 性 な ど い か な る 意 味 に お 
い て も、 明 ⽰ も し く は 黙 ⽰ の 保 証 な ど 如 何 な る ⽅ 式 に お い て も、 本 契 約 に 定 め る 以 外 の 保 証 責 任 を 
⼀ 切 負 わ な い。   

第   16   条 （通 知）   

1. お 申 込 者 は、 以 下 の 各 号 の い ず れ か の お 申 込 者 情 報 に 変 更 が ⽣ じ た と き は、 遅 滞 な く 当 社 に 通 知 す 
る と と も に、 当 社 か ら 要 請 が あっ た と き は、 変 更 届 等 の 必 要 書 類 を 当 社 に 提 出 す る も の と す る。   
①   法 ⼈ 名   
②   住 所   
③   電 ⼦ メー ル ア ド レ ス   
④   電 話 番 号   

2. 当 社 が、 お 申 込 者 情 報 の 住 所 ⼜ は 電 ⼦ メー ル ア ド レ ス 宛 に 通 知 し た と き は、 当 該 通 知 は 通 常 到 達 す 
べ き と き に 到 達 し た も の と み な す。   

3. お 申 込 者 が 第 １ 項 に 規 定 さ れ る 通 知 ⼜ は 変 更 届 等 の 提 出 を 怠っ た こ と が 原 因 で、 不 利 益 を 被っ た 場 
合 に お い て も、 当 社 に 対 し て ⼀ 切 の 異 議 を 申 し ⽴ て る こ と が で き な い。   

第   17   条 （ウェ ブ サ イ ト 完 成 前 の 解 約 ⼜ は 解 除 に 伴 う 措 置）   

当 社 の 責 め に 帰 さ な い 事 由 に よ り、 お 申 込 者 が 本 ウェ ブ サ イ ト の 完 成 前 に 本 契 約 を 解 約 す る 場 合 
は、 当 社 に 対 し て 書 ⾯ に て 通 知 す る と と も に、 通 知 の ⽇ か ら  2  週 間 以 内 に 制 作 費 の 総 合 計 ⾦ 額 に 本   
件 業 務 の 進 捗 率 を 乗 じ た 違 約 ⾦ を 当 社 は ⽀ 払 わ な け れ ば な ら な い。 お 申 込 者 が 本 契 約 に 違 反 し、 当 
社 よ り 契 約 を 解 除 さ れ た 場 合 も 同 様 と す る。   

第   18   条 （無 催 告 解 除 及 び 期 限 の 利 益 喪 失）   

1. お 申 込 者 ⼜ は 当 社 相 ⼿ ⽅ が 以 下 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き は、 相 ⼿ ⽅ へ の 催 告 を し な い で 直 
ち に 本 契 約 の 全 部 ⼜ は ⼀ 部 を 解 除 し、 ⼜ は 役 務 の 提 供 を ⼀ 次 停 ⽌ す る こ と が で き る。 な お、 こ の 場 
合 で も 違 反 を し た 相 ⼿ ⽅ へ の 損 害 賠 償 の 請 求 を 妨 げ な い。   
① 監 督 官 庁 か ら 営 業 停 ⽌ ⼜ は 営 業 免 許 も し く は 営 業 登 録 の 取 消 し 等 の 処 分 を 受 け た と き   
② 差 押、 仮 差 押、 仮 処 分、 強 制 執 ⾏、 担 保 権 の 実 ⾏ と し て の 競 売、 租 税 滞 納 処 分 そ の 他 こ れ ら に 

準 じ る ⼿ 続 き が 開 始 さ れ た と き   
③ 破 産、 ⺠ 事 再 ⽣、 会 社 更 ⽣ ⼜ は 特 別 清 算 の ⼿ 続 開 始 決 定 等 の 申 ⽴ が な さ れ た と き   
④ ⾃ ら 振 り 出 し ⼜ は 引 き 受 け た ⼿ 形 も し く は ⼩ 切 ⼿ が   1   回 で も 不 渡 り に なっ た と き、 ⼜ は ⽀ 払 停 

  



⽌ 状 態 に ⾄っ た と き   
⑤ 合 併 に よ る 消 滅、 資 本 の 減 少、 営 業 の 廃 ⽌・ 変 更 ⼜ は 解 散 決 議 が な さ れ た と き   

⑥ 災 害、 労 働 争 議 等、 本 契 約 の 履 ⾏ を 困 難 に す る 事 項 が ⽣ じ た と き   
⑦ そ の 他、 資 産、 信 ⽤、 ⼜ は ⽀ 払 能 ⼒ に 重 ⼤ な 変 更 が ⽣ じ た と き   
⑧ 第   19   条 （反 社 会 的 勢 ⼒ の 排 除） に 違 反 し た と き   
⑨ 相 ⼿ ⽅ に 対 す る 詐 術 そ の 他 の 背 信 的 ⾏ 為 が あっ た と き   

2. お 申 込 者 及 び 当 社 は 相 ⼿ ⽅ が 本 契 約 の い ず れ か に 違 反 し、 相 当 期 間 を 定 め た 催 告 に よっ て も 相 ⼿ ⽅ 
が こ れ を 是 正 し な い と き は、 本 契 約 の 全 部 ⼜ は ⼀ 部 を 解 除 し、 ⼜ は 役 務 の 提 供 を ⼀ 次 停 ⽌ す る こ と 
が で き る。 な お、 こ の 場 合 で も 違 反 を し た 相 ⼿ ⽅ へ の 損 害 賠 償 の 請 求 を 妨 げ な い。   

3. お 申 込 者 ⼜ は 当 社 が 前 ⼆ 項 の い ず れ か に 該 当 し た と き は、 当 然 に 期 限 の 利 益 を 喪 失 し、 相 ⼿ ⽅ に 対 
し て 負っ て い る ⼀ 切 の 債 務 を 直 ち に 完 済 す る も の と す る。   

第   19   条   （反 社 会 的 勢 ⼒ の 排 除）   

1. 当 社 及 び お 申 込 者 は、 以 下 の 各 号 を 表 明 保 証 す る と と も に、 将 来 に わ たっ て も 各 号 を 遵 守 す る こ と 
を 確 約 す る。   
① ⾃ ら が 反 社 会 的 勢 ⼒ (暴 ⼒ 団 員、 暴 ⼒ 団、 暴 ⼒ 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者、 暴 ⼒ 団 員 で な く 

なっ た 時 か ら   5   年 を 経 過 し な い 者、 総 会 屋、 社 会 運 動 等 標 ぼ う ゴ ロ、 特 殊 知 能 暴 ⼒ 集 団 及 び こ れ 
ら に 準 ず る も の を い う) に 該 当 せ ず、 か つ 反 社 会 的 勢 ⼒ に 協 ⼒・ 関 与 し て い な い こ と   

② ⾃ ら の 役 員、 実 質 的 に 経 営 を ⽀ 配 す る 者、 親 会 社、 ⼦ 会 社 ⼜ は 関 連 会 社 が 前 号 に 該 当 し な い こ と   
③ ⾃ ら が、 ⼜ は 第 三 者 を 利 ⽤ し て、 相 ⼿ ⽅ に 対 し て、 暴 ⾏、 傷 害、 脅 迫、 恐 喝、 威 圧 等 の 暴 ⼒ 的 ⾏ 

為 ⼜ は 詐 欺 的 ⼿ 法 等 を ⽤ い て 不 当 な 要 求 ⾏ 為、 業 務 の 妨 害 及 び 信 ⽤ の 毀 損 を す る ⾏ 為 等 を ⾏ わ な 
い こ と   

2. 前 項 違 反 を 理 由 に 本 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合、 解 除 さ れ た 者 は、 そ の 相 ⼿ ⽅ に 対 し、 相 ⼿ ⽅ の 被っ た 
損 害 を 賠 償 す る も の と す る。 ま た、 解 除 さ れ た 者 は、 解 除 に よ り ⽣ じ る 損 害 に つ い て、 そ の 相 ⼿ ⽅ 
に 対 し て ⼀ 切 の 請 求 を ⾏ わ な い も の と す る。   

第   20   条 （不 可 抗 ⼒）   

天 災 地 変、 政 府 ⼜ は 政 府 機 関 の ⾏ 為、 地 域 の 封 鎖、 ⽕ 災、 嵐、 洪 ⽔、 地 震、 津 波、 稲 妻、 台 ⾵、 疫 
病、 戦 争、 紛 争 状 態、 テ ロ、 反 乱、 ⾰ 命、 暴 動、 爆 発、 海 難、 ス ト ラ イ キ、 ⼯ 場 閉 鎖、 サ ボ ター 
ジュ そ の 他 労 働 争 議、 交 通 の ⼨ 断、 通 信 回 線 の 障 害、 停 電、 エ ネ ル ギー 供 給 ⼜ は 統 制、 そ の 他 不 可 
抗 ⼒ に よ る 本 契 約 の 全 部 ⼜ は ⼀ 部 （⾦ 銭 債 務 を 除 く） の 履 ⾏ 遅 滞 ⼜ は 履 ⾏ 不 能 に つ い て は、 い ず れ 
の 当 事 者 も そ の 責 任 を 負 わ な い。 た だ し、 当 該 事 由 に よ り 影 響 を 受 け た 当 事 者 は、 当 該 事 由 の 発 ⽣ 
を 速 や か に 相 ⼿ ⽅ に 通 知 す る と と も に、 回 復 す る た め の 合 理 的 な 努 ⼒ を す る も の と す る。   

第   21   条 （残 存 条 項）   

本 契 約 の 終 了 後 も 第  9  条 (損 害 賠 償 の 範 囲)、 第  12  条 （権 利 義 務 の 譲 渡 禁 ⽌） 乃 ⾄ 第  17  条 （ウェ ブ       
サ イ ト 完 成 前 の 解 約 ⼜ は 解 除 に 伴 う 措 置）、 第  20  条 （不 可 抗 ⼒）、 第  22  条 （準 拠 法 及 び 管 轄 合     
意）、 第   23   条 （協 議 事 項） の 条 項 は 効 ⼒ を 有 す る も の と す る。   

第   22   条 （準 拠 法 及 び 管 轄 合 意）   

1. 本 契 約 の 準 拠 法 は ⽇ 本 法 と す る。   

  



2. お 申 込 者 及 び 当 社 は 本 契 約 に 関 し て ⽣ じ た お 申 込 者 当 社 間 の ⼀ 切 の 紛 争 に つ い て、 東 京 地 ⽅ 裁 判 所 
⼜ は 東 京 簡 易 裁 判 所 を もっ て、 第 ⼀ 審 の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 と す る こ と に 合 意 す る。   

  

第    23   条 （協 議 事 項）   
本 契 約 に 定 め の な い 事 項 そ の 他 本 契 約 に 関 し て ⽣ じ た 疑 義 に つ い て は、 両 当 事 者 が 誠 意 を もっ て 協 
議 し 決 定 す る。   

第   24   条 （個 ⼈ 情 報 の 取 り 扱 い）   

お 申 込 者 は、 下 記 URL   の 当 社 の 「個 ⼈ 情 報 保 護 ⽅ 針」 に 同 意 し た う え で、 本 契 約 の 締 結 を 申 し 込 む 
も の と す る。   
URL:https://senku.jp/privacy-policy/   

第   25   条 （本 約 款 の 変 更）   

1. 当 社 は、 当 社 の ホー ム ペー ジ に お い て １ カ ⽉ 以 上 前 に 告 知 す る こ と に よ り、 本 約 款 を 変 更 す る こ と 
が で き る。 た だ し、 変 更 内 容 が 誤 字 や 脱 字 の 修 正 等 の 軽 微 な 変 更、 ⼜ は お 申 込 者 の ⼀ 般 の 利 益 に 適 
合 す る 内 容 の 場 合、 当 社 は 直 ち に 本 約 款 を 変 更 す る こ と が で き る。   

2. お 申 込 者 が、 本 約 款 の 変 更 に 同 意 し な い と き は、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る。 本 項 に 基 づ く 解 
除 の 効 果 は、 将 来 に 向 かっ て ⽣ じ る も の と し、 遡 及 し な い も の と す る。   

3. お 申 込 者 が 改 訂 ⽇ ま で に 本 約 款 の 変 更 に 同 意 し な い 旨 の 申 出 を し な い 場 合 は、 変 更 に 同 意 し た も の 
と み な す。   
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